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教 育 委 員 会 規 則

現業職員の給与の特例に関する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第７号

現業職員の給与の特例に関する規則

(目的)

第１条 この規則は､ 現下の著しく厳しい県の財政状況等にかんがみ､ 現業職員の給与を時限的に減ずる特例措

置を講じ､ もって県財政の再建に資することを目的とする｡

(給料月額の特例)

第２条 平成17年４月１日から平成20年３月31日までの間 (以下 ｢特例期間｣ という｡) における現業職員の給

与に関する規則 (昭和32年鳥取県教育委員会規則第９号｡ 以下 ｢現業給与規則｣ という｡) の適用を受ける現

業職員 (以下 ｢職員｣ という｡) の給料月額は､ 現業給与規則第２条第１項､ 第３条第６項及び第７項並びに
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現業給与規則第６条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例 (昭和26年鳥取県条例第

３号｡ 以下 ｢給与条例｣ という｡) 第４条第５項の規定にかかわらず､ これらの規定により定められた額 (以

下 ｢給料基礎額｣ という｡) から当該額に100分の５ (現業給与規則第２条第１項第１号に掲げる現業職給料表

(１) の適用を受ける職員であってその職務の級が１級であるもののうちその号給が14号給以下であるもの及

び同項第２号に掲げる現業職給料表 (２) の適用を受ける職員であってその給料月額の区分が第１類であるも

の (以下 ｢特定職員｣ という｡) にあっては､ 100分の４) を乗じて得た額 (当該額に１円未満の端数が生じた

ときは､ これを切り捨てた額) を減じた額とする｡ ただし､ 次に掲げる額の算出の基礎となる給料月額は､ 給

料基礎額とする｡

(１) 手当の額

(２) 現業給与規則第６条の規定によりその例によることとされる給与条例第16条第２項に規定する勤務１時

間当たりの給与額

(給料の調整額の特例)

第３条 特例期間における職員の給料の調整額は､ 現業給与規則第２条の２第２項の規定にかかわらず､ 同項の

規定により定められた額から当該額に100分の５ (特定職員にあっては､ 100分の４) を乗じて得た額 (当該額

に１円未満の端数が生じたときは､ これを切り捨てた額) を減じた額とする｡ ただし､ 前条各号に掲げる額の

算出の基礎となる給料の調整額は､ 現業給与規則第２条の２第２項の規定により定められた額とする｡

(期末手当等の特例)

第４条 特例期間における職員の期末手当及び勤勉手当の額については､ 現業給与規則第４条の規定にかかわら

ず､ 鳥取県知事等及び職員の給与の特例に関する条例 (平成17年鳥取県条例第44号) 第７条第１項第３号に掲

げる者 (特定職員にあっては､ 同項第２号に掲げる者) の例による｡

附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

鳥取県教育委員会事務局組織規程の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第８号

鳥取県教育委員会事務局組織規程の一部を改正する規則

鳥取県教育委員会事務局組織規程 (昭和39年鳥取県教育委員会規則第５号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中条､ 項及び号の表示に下線が引かれた条､ 項及び号 (以下本則において ｢移動条項等｣

という｡) に対応する同表の改正後の欄中条､ 項及び号の表示に下線が引かれた条､ 項及び号 (以下本則におい

て ｢移動後条項等｣ という｡) が存在する場合には､ 当該移動条項等を当該移動後条項等とし､ 移動条項等に対

応する移動後条項等が存在しない場合には､ 当該移動条項等 (以下本則において ｢削除条項等｣ という｡) を削

り､ 移動後条項等に対応する移動条項等が存在しない場合には､ 当該移動後条項等 (以下本則において ｢追加条

項等｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (項及び号の表示並びに削除条項等を除く｡ 以下本則において ｢改

正部分｣ という｡) に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (項及び号の表示並びに追加条項等を除

く｡ 以下本則において ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には､ 当該改正部分を削り､ 改正後部分に対応する改正部分が

存在しない場合には､ 当該改正後部分を加える｡

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える｡
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改 正 後 改 正 前

鳥取県教育委員会事務局等組織規則

目次

第１章～第３章 略

第３章の２ 本庁の組織以外の教育機関 (第15条の

２)

第４章及び第５章 略

附則

第１章 総則

(目的)

第１条 この規則は､ 鳥取県教育委員会の権限に属す

る事務を処理させるための組織を構成する教育委員

会事務局 (以下 ｢事務局｣ という｡) 及び教育機関

(学校を除く｡ 以下同じ｡) の組織及びその分掌を定

めるとともに､ 組織上必要な事項を規定することを

目的とする｡

(組織の区分)

第１条の２ 略

２ 教育機関は､ 本庁の組織たる機関とその他の機関

とに区分する｡

３ 本庁とは､ 次条の表の左欄に掲げる課､ 室及び教

育機関 (以下 ｢課等｣ という｡) をいう｡

４ 地方機関とは､ 教育事務所及び妻木晩田遺跡事務

所をいう｡

第２章 本庁組織

(課等及びその内部組織の設置)

第２条 次の表の左欄に掲げる課等に､ その事務を分

掌させるため､ それぞれ同表の右欄に掲げる係､ 室

その他の内部組織 (以下 ｢係等｣ という｡) を置く｡

鳥取県教育委員会事務局組織規程

目次

第１章～第３章 略

第４章及び第５章 略

附則

第１章 総則

(目的)

第１条 この規則は､ 教育委員会事務局 (以下 ｢事務

局｣ という｡) の組織及びその分掌を定めるととも

に､ 組織上必要な事項を規定することを目的とする｡

(組織の区分)

第１条の２ 略

２ 本庁とは､ 次条の表の左欄に掲げる課及び室 (以

下 ｢課等｣ という｡) をいう｡

３ 地方機関とは､ 教育事務所及び妻木晩田遺跡現地

事務所をいう｡

第２章 本庁組織

(課等及びその内部組織の設置)

第２条 次の表の左欄に掲げる課等に､ その事務を分

掌させるため､ それぞれ同表の右欄に掲げる係及び

室 (以下 ｢係等｣ という｡) を置く｡

略 略

障害児教育

室

障害児教育

室

教育センタ

ー

鳥取県教育センターの管理運営に関

する規則 (昭和48年鳥取県教育委員

会規則第４号｡ 以下 ｢教育センター

規則｣ という｡) 第３条第１項に定

める課及び室並びに係

略 略
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家庭・地域

教育課

管理係､ 生涯学習推進係､ 家庭・地

域教育係

家庭・地域

教育課

管理係､ 生涯学習推進係､ 家庭・地

域教育係､ 全国生涯学習フェスティ

バル推進室

全国生涯学

習フェスティ

バル推進室

図書館 鳥取県立図書館管理規則 (平成２年

鳥取県教育委員会規則第２号｡ 以下

｢図書館規則｣ という｡) 第２条第１

項に定める課及び係

略 略

文化課 管理係､ 文化財係､ 遺跡調査整備室 文化課 管理係､ 文化財係､ 妻木晩田・青谷

上寺地遺跡整備室

博物館 鳥取県立博物館の管理運営に関する

規則 (昭和47年鳥取県教育委員会規

則第７号｡ 以下 ｢博物館規則｣ とい

う｡) 第２条第１項に定める課及び

係

体育保健課 振興係､ 健康教育係､ 体育係 体育保健課 振興係､ 健康教育係､ 体育係､ 全国

スポーツ・レクリエーション祭準備

室

全国スポー

ツ・レクリ

エーション

祭準備室

(各課等の分掌事務)

第３条 各課等においては､ 次の事務をつかさどる｡

教育総務課 略

福利室

(１)～(３) 略

(４) 事務局等の職員及び県立学校の教職員並びに

市町村立学校の教職員の公務災害に関すること｡

(５) 略

教育環境課 略

小中学校課

(１)～(８) 略

(９) 教職員の免許状に関すること｡

障害児教育室

(１)～(６) 略

教育センター

教育センターの分掌事務は､ 教育センター規則の

定めるところによる｡

(各課等の分掌事務)

第３条 各課等においては､ 次の事務をつかさどる｡

教育総務課 略

福利室

(１)～(３) 略

(４) 略

教育環境課 略

小中学校課

(１)～(８) 略

(９) 教育センターに関すること｡

障害児教育室

(１)～(６) 略

(７) 教職員の免許状に関すること｡
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高等学校課 略

家庭・地域教育課

(１)～(３) 略

(４) 県立生涯学習センター､ 県立船上山少年自然

の家及び県立大山青年の家に関すること｡

(５)～(７) 略

全国生涯学習フェスティバル推進室

(１) 全国生涯学習フェスティバルの開催の準備に

係る総合的な調整及び企画に関すること｡

(２) 全国生涯学習フェスティバルの運営に関する

こと｡

図書館

図書館の分掌事務は､ 図書館規則の定めるところ

による｡

人権教育課 略

文化課

(１)～(３) 略

(４) 鳥取県埋蔵文化財センターに関すること｡

(５) 妻木晩田遺跡事務所に関すること｡

(６)及び(７) 略

博物館

博物館の分掌事務は､ 博物館規則の定めるところ

による｡

体育保健課

(１)～(11) 略

全国スポーツ・レクリエーション祭準備室

(１) 全国スポーツ・レクリエーション祭の開催の

準備に係る総合的な調整及び企画に関すること｡

(２) 全国スポーツ・レクリエーション祭の運営に

関すること｡

(係等の分掌事務)

高等学校課 略

家庭・地域教育課

(１)～(３) 略

(４) 県立生涯学習センター､ 県立図書館､ 県立船

上山少年自然の家及び県立大山青年の家に関する

こと｡

(５)～(７) 略

(８) 全国生涯学習フェスティバルの開催の準備に

係る総合的な調整及び企画に関すること｡

(９) 全国生涯学習フェスティバルの運営に関する

こと｡

人権教育課 略

文化課

(１)～(３) 略

(４) 県立博物館及び鳥取県埋蔵文化財センターに

関すること｡

(５) 妻木晩田遺跡現地事務所に関すること｡

(６)及び(７) 略

体育保健課

(１)～(11) 略

(12) 全国スポーツ・レクリエーション祭の開催の

準備に係る総合的な調整及び企画に関すること｡

(13) 全国スポーツ・レクリエーション祭の運営に

関すること｡

(係等の分掌事務)
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第４条 略

２ 前項の規定にかかわらず､ 教育センター､ 図書館

及び博物館に置く係等の分掌事務は､ 教育センター

規則､ 図書館規則及び博物館規則の定めるところに

よる｡

(職制)

第６条 略

２ 特に必要があると認めるときは､ 事務局に理事監､

教育次長､ 次長又は参事監を､ 課等に参事､ 主査､

課長補佐､ 室長補佐､ 主幹又は副主幹を､ 小中学校

課に義務教育主査を､ 高等学校課に高校教育主査を､

家庭・地域教育課に社会教育主査を､ 人権教育課及

び体育保健課に指導主査を､ 文化課に文化財主査を､

係に主任を置くことができる｡

第７条 前条に掲げる職の職務は､ 次のとおりである｡

(１)及び(２) 略

(３) 教育次長及び次長 教育長を助けて､ 事務局

の事務を掌理し､ 教育長に事故がある場合は､ そ

の職務を代行する｡

(４)～(13) 略

第７条の２ 前２条の規定にかかわらず､ 教育センター､

図書館及び博物館に係る職制は､ 教育センター規則､

図書館規則及び博物館規則の定めるところによる｡

(妻木晩田遺跡事務所の設置)

第14条の２ 妻木晩田遺跡事務所を西伯郡大山町に置

く｡

(妻木晩田遺跡事務所の分掌事務)

第14条の３ 妻木晩田遺跡事務所においては､ 次の事

務をつかさどる｡

(１)～(４) 略

(妻木晩田遺跡事務所の職制及び職務)

第14条の４ 妻木晩田遺跡事務所に所長を置く｡

２ 特に必要があると認めるときは､ 妻木晩田遺跡事

務所に主任を置くことができる｡

３及び４ 略

第３章の２ 本庁の組織以外の教育機関

第４条 略

(職制)

第６条 略

２ 特に必要があると認めるときは､ 事務局に理事監､

次長又は参事監を､ 課等に参事､ 主査､ 課長補佐､

室長補佐､ 主幹又は副主幹を､ 小中学校課に義務教

育主査を､ 高等学校課に高校教育主査を､ 家庭・地

域教育課に社会教育主査を､ 人権教育課及び体育保

健課に指導主査を､ 文化課に文化財主査を､ 係に主

任を置くことができる｡

第７条 前条に掲げる職の職務は､ 次のとおりである｡

(１)及び(２) 略

(３) 次長 教育長を助けて､ 事務局の事務を掌理

し､ 教育長に事故がある場合は､ その職務を代行

する｡

(４)～(13) 略

(妻木晩田遺跡現地事務所の設置)

第14条の２ 妻木晩田遺跡現地事務所を西伯郡大山町

に置く｡

(妻木晩田遺跡現地事務所の分掌事務)

第14条の３ 妻木晩田遺跡現地事務所においては､ 次

の事務をつかさどる｡

(１)～(４) 略

(妻木晩田遺跡現地事務所の職制及び職務)

第14条の４ 妻木晩田遺跡現地事務所に所長を置く｡

２ 特に必要があると認めるときは､ 妻木晩田遺跡現

地事務所に主任を置くことができる｡

３及び４ 略



附 則

(施行期日)

１ この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

(教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

２ 教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則 (昭和44年鳥取県教育委員会規則第９号) の一部を次の

ように改正する｡

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える｡

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正)

３ 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則 (平成12年鳥取県教育委員会規則

第５号) の一部を次のように改正する｡
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第15条の２ 第１条の２第２項に規定するその他の機

関は､ 次の表の左欄に掲げる教育機関とし､ その内

部組織､ 分掌事務その他の管理運営に関し必要な事

項は､ それぞれ同表の右欄に掲げる規則により別に

定めるものとする｡

生涯学習セ

ンター

鳥取県立生涯学習センターの管理運

営に関する規則 (昭和54年鳥取県教

育委員会規則第８号)

船上山少年

自然の家

鳥取県立船上山少年自然の家の管理

運営に関する規則 (昭和52年鳥取県

教育委員会規則第４号)

大山青年の

家

鳥取県立大山青年の家の管理運営に

関する規則 (昭和52年鳥取県教育委

員会規則第３号)

埋蔵文化財

センター

鳥取県埋蔵文化財センターの管理運

営に関する規則 (昭和57年鳥取県教

育委員会規則第２号)

スポーツセ

ンター

鳥取県スポーツセンターの管理運営

に関する規則 (平成７年鳥取県教育

委員会規則第１号)

改 正 後 改 正 前

別表 (第３条関係)

１ 略

２ 事務職員をもって充てる職

教育次長・所長・義務教育主査・高校教育主査・

社会教育主査・指導主査・文化財主査・主事・指

導主事・管理主事・社会教育主事・文化財主事・

健康管理主事

３ 略

別表 (第３条関係)

１ 略

２ 事務職員をもって充てる職

所長・義務教育主査・高校教育主査・社会教育

主査・指導主査・文化財主査・主事・指導主事・

管理主事・社会教育主事・文化財主事・健康管理

主事

３ 略



次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この項において ｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分 (以下この項において ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該

改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を

加える｡

鳥取県教育センターの管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第９号

鳥取県教育センターの管理運営に関する規則の一部を改正する規則

鳥取県教育センターの管理運営に関する規則 (昭和48年鳥取県教育委員会規則第４号) の一部を次のように改

正する｡

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号 (以下 ｢移動号｣ という｡) に対応する同表の改正後の欄

中号の表示に下線が引かれた号 (以下 ｢移動後号｣ という｡) が存在する場合には､ 当該移動号を当該移動後号

とし､ 移動後号に対応する移動号が存在しない場合には､ 当該移動後号 (以下 ｢追加号｣ という｡) を加える｡

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (号の表示及び追加号を除く｡) を加える｡

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える｡
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改 正 後 改 正 前

(公の意思の形成への参画に携わる職)

第３条 公の意思の形成への参画に携わる職は､ 次に

掲げる職とする｡

(１) 略

(２) 鳥取県教育委員会事務局等組織規則 (昭和39

年鳥取県教育委員会規則第５号) 第６条の規定に

より置かれる課等の長､ 理事監､ 教育次長､ 次長

及び参事監並びに同規則第14条第１項及び第14条

の４第１項の規定により置かれる所長

(３)～(12) 略

(公の意思の形成への参画に携わる職)

第３条 公の意思の形成への参画に携わる職は､ 次に

掲げる職とする｡

(１) 略

(２) 鳥取県教育委員会事務局組織規程 (昭和39年

鳥取県教育委員会規則第５号) 第６条の規定によ

り置かれる課等の長､ 理事監､ 次長及び参事監並

びに同規則第14条第１項及び第14条の４第１項の

規定により置かれる所長

(３)～(12) 略

改 正 後 改 正 前

(所掌事務)

第２条 教育センターにおいては､ 次に掲げる事務を

行う｡

(１)～(５) 略

(６) 学校教育の総合的かつ専門的支援に関するこ

と｡

(７) 略

(所掌事務)

第２条 教育センターにおいては､ 次に掲げる事務を

行う｡

(１)～(５) 略

(６) 略



附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

鳥取県県立高等学校授業料等減免規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第10号

鳥取県県立高等学校授業料等減免規則の一部を改正する規則

鳥取県県立高等学校授業料等減免規則 (昭和26年鳥取県教育委員会規則第３号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条 (以下 ｢追加条｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下 ｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分 (追加条を除く｡ 以下 ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正

後部分に改め､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を加える｡
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(内部組織及び分掌事務)

第３条 教育センターに､ 次の表の左欄に掲げる課及

び室を置き､ 課の事務を分掌させるため､ それぞれ

同表の右欄に掲げる係を置く｡

(内部組織及び分掌事務)

第３条 教育センターに､ 次の表の左欄に掲げる課を

置き､ 課の事務を分掌させるため､ それぞれ同表の

右欄に掲げる係を置く｡

略 略

情報教育課 情報教育課

学校教育支援室

２ 各課の分掌事務は､ 次のとおりとする｡

総務課～情報教育課 略

学校教育支援室

(１) 学校活動及び教育活動に対する支援に関する

こと｡

(２) 学校教育の支援に関する資料の整備及び提供

に関すること｡

(職制)

第４条 教育センターに所長を､ 課､ 室及び係にそれ

ぞれその長を置く｡

２ 略

別表 (第６条関係)

１ 事務職員又は技術職員をもって充てる職

所長､ 次長､ 課長､ 室長､ 課長補佐､ 主幹､ 係

長､ 副主幹､ 主任

２及び３ 略

２ 各課の分掌事務は､ 次のとおりとする｡

総務課～情報教育課 略

(職制)

第４条 教育センターに所長を､ 課及び係にそれぞれ

その長を置く｡

２ 略

別表 (第６条関係)

１ 事務職員又は技術職員をもって充てる職

所長､ 次長､ 課長､ 課長補佐､ 主幹､ 係長､ 副主

幹､ 主任

２及び３ 略
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改 正 後 改 正 前

(目的)

第１条 この規則は､ 県立高等学校の授業料 (通信制

の課程にあっては､ 受講料｡ 以下同じ｡)､ 入学料及

び入学選抜手数料の減免の手続その他の事項につい

て定めることを目的とする｡

(減免の願い出)

第２条 授業料の減免を受けようとする者 (鳥取県立

高等学校学則 (昭和51年鳥取県教育委員会規則第10

号｡ 第４条において ｢学則｣ という｡) 第28条第３

項又は鳥取県立高等学校通信教育規則 (昭和52年鳥

取県教育委員会規則第12号｡ 第４条において ｢通信

教育規則｣ という｡) 第26条第３項の規定により退

学の処分を受けた者 (以下 ｢退学処分者｣ という｡)

を除く｡) は授業料減免願書 (様式第１号) に世帯

調査書 (様式第２号) を添え､ 入学料又は入学選抜

手数料の減免を受けようとする者は入学料減免願書

(様式第３号) 又は入学選抜手数料減免願書 (様式

第４号) により学校長に願い出なければならない｡

ただし､ 非常災害により提出が困難な場合は､ この

限りでない｡

(未納授業料の免除の決定に必要な書類の提出等)

第２条の２ 学校長は､ 退学処分者に係る未納の授業

料を免除することを決定しようとするときは､ その

決定に必要な限度において､ 当該退学処分者に対し､

必要な書類の提出又は報告を求めることができる｡

(減免の通知)

第４条 学校長は､ 第２条の規定による願い出があっ

た場合又は学則第28条第３項若しくは通信教育規則

第26条第３項の規定により退学の処分を行った場合

において授業料を減免することを決定したときは､

当該願い出をした者又は退学処分者に対してその旨

を通知するものとする｡

(届出)

第５条 授業料の減免を受けている者は､ 県立学校の

授業料等及び県営社会体育施設等の使用料の減免に

関する規則 (昭和52年鳥取県規則第15号) 第２条の

減免事由に該当しなくなったときは､ 直ちに､ 授業

(目的)

第１条 この規則は､ 県立高等学校の授業料等の減免

の手続その他の事項について定めることを目的とす

る｡

(減免の願い出)

第２条 授業料の減免を受けようとする者は授業料減

免願書 (様式第１号) に世帯調査書 (様式第２号)

を添え､ 入学料又は入学選抜手数料の減免を受けよ

うとする者は入学料減免願書 (様式第３号) 又は入

学選抜手数料減免願書 (様式第４号) により学校長

に願い出なければならない｡ ただし､ 非常災害によ

り提出が困難な場合は､ この限りでない｡

(減免の通知)

第４条 学校長は､ 第２条の規定による願い出があっ

た場合において授業料を減免することを決定したと

きは､ 当該願い出をした者に対してその旨を通知す

るものとする｡

(届出)

第５条 授業料の減免を受けている者は､ 減免の必要

がなくなったときは､ 直ちに､ 授業料減免辞退届

(様式第５号) を学校長に提出しなければならない｡



附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

鳥取県立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第11号

鳥取県立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則

鳥取県立高等学校の通学区域に関する規則 (昭和30年鳥取県教育委員会規則第１号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る｡

附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

鳥取県立高等学校学則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第12号

鳥取県立高等学校学則の一部を改正する規則

鳥取県立高等学校学則 (昭和51年鳥取県教育委員会規則第10号) の一部を次のように改正する｡
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料減免辞退届 (様式第５号) を学校長に提出しなけ

ればならない｡

改 正 後 改 正 前

別表 (第２条関係) 別表 (第２条関係)

区 分 通学区域 区 分 通学区域

全日制

課程

普通

学科

略 全日制

課程

普通

学科

略

倉吉東高等学校

倉吉西高等学校

鳥取中央育英高等学校

略 倉吉東高等学校

倉吉西高等学校

鳥取中央育英高等学校

由良育英高等学校

赤碕高等学校

略

略 略

略 略

略 略



次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条 (以下 ｢移動条｣ という｡) に対応する同表の改正後の欄

中条の表示に下線が引かれた条 (以下 ｢移動後条｣ という｡) が存在する場合には､ 当該移動条を当該移動後条

とし､ 移動後条に対応する移動条が存在しない場合には､ 当該移動後条 (以下 ｢追加条｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (条の表示を除く｡ 以下 ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (条の表示及び追加条を除く｡) に改める｡

附 則
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改 正 後 改 正 前

(単位の修得の認定)

第６条の２ 略

(単位の修得の認定の保留)

第７条 校長は､ 前条第１項の規定にかかわらず､ 単

位の修得期間中に納付すべき授業料を納付していな

い生徒に対して､ 当該授業料の納付があるまで､ 当

該単位の修得の認定を保留するものとする｡

２ 校長は､ 前項の授業料の納付があったときは､ 速

やかに保留した単位の修得の認定を行うものとする｡

３ 校長は､ 第１項の場合において､ 鳥取県県立高等

学校授業料等徴収条例 (昭和63年鳥取県条例第４号｡

以下 ｢条例｣ という｡) 第７条第２項の規定に基づ

き未納の授業料が免除されたときは､ 当該単位の修

得を認定しないものとする｡

(課程の修了)

第８条 略

２ 略

３ 前２項の規定にかかわらず､ 校長は､ 第６条の２

第３項の規定により単位の修得を認定された生徒に

ついて､ 学年の途中においても､ 各学年の課程の修

了を認めることができる｡

(授業料の納付)

第28条 生徒は､ 条例に定めるところにより､ 授業料

を納付しなければならない｡

２ 校長は､ 生徒が授業料の納付期限後４月を経過し

てもなお授業料を納付しないときは､ その者に対し

て､ 出席停止の処分を行うことができる｡

３ 校長は､ 生徒が授業料の納付期限後６月を経過し

てもなお授業料を納付しないときは､ その者に対し

て､ 退学の処分を行うことができる｡

(単位の修得の認定)

第７条 略

(課程の修了)

第８条 略

２ 略

３ 前２項の規定にかかわらず､ 校長は､ 前条第３項

の規定により単位の修得を認定された生徒について､

学年の途中においても､ 各学年の課程の修了を認め

ることができる｡

(授業料の納付)

第28条 生徒は､ 鳥取県県立高等学校授業料等徴収条

例 (昭和63年３月鳥取県条例第４号｡ 以下 ｢条例｣

という｡) に定めるところにより､ 授業料を納付し

なければならない｡

２ 校長は､ 生徒が授業料の納付期限後30日を経過し

てもなお授業料を納付しないときは､ その者の出席

を停止することができる｡

３ 校長は､ 生徒が授業料の納付期限後60日を経過し

てもなお授業料を納付しないときは､ 学籍を除くこ

とができる｡



この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

鳥取県立高等学校通信教育規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第13号

鳥取県立高等学校通信教育規則の一部を改正する規則

鳥取県立高等学校通信教育規則 (昭和52年鳥取県教育委員会規則第12号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条 (以下 ｢追加条｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下 ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分 (追加条を除く｡) に改める｡

附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第74号平成17年３月31日 木曜日 13

改 正 後 改 正 前

(単位の修得の認定の保留)

第９条の２ 校長は､ 前条第１項の規定にかかわらず､

単位の修得期間中に納付すべき受講料を納付してい

ない生徒に対して､ 当該受講料の納付があるまで､

当該単位の修得の認定を保留するものとする｡

２ 校長は､ 前項の受講料の納付があったときは､ 速

やかに保留した単位の修得の認定を行うものとする｡

３ 校長は､ 第１項の場合において､ 鳥取県県立高等

学校授業料等徴収条例 (昭和63年鳥取県条例第４号｡

以下 ｢条例｣ という｡) 第７条第２項の規定に基づ

き未納の受講料が免除されたときは､ 当該単位の修

得を認定しないものとする｡

(受講料の納付)

第26条 生徒は､ 条例に定めるところにより､ 受講料

を納付しなければならない｡

２ 校長は､ 生徒が受講料の納付期限後４月を経過し

てもなお受講料を納付しないときは､ その者に対し

て､ 受講停止の処分を行うことができる｡

３ 校長は､ 生徒が受講料の納付期限後６月を経過し

てもなお受講料を納付しないときは､ その者に対し

て､ 退学の処分を行うことができる｡

(受講料の納付)

第26条 生徒は､ 鳥取県県立高等学校授業料等徴収条

例 (昭和63年３月鳥取県条例第４号｡ 以下 ｢条例｣

という｡) に定めるところにより､ 受講料を納付し

なければならない｡

２ 校長は､ 生徒が受講料の納付期限後20日を経過し

てもなお受講料を納付しないときは､ その者の受講

を停止することができる｡

３ 校長は､ 生徒が受講料の納付期限後60日を経過し

てもなお受講料を納付しないときは､ 学籍を除くこ

とができる｡



鳥取県立大山青年の家の管理運営に関する規則及び鳥取県立船上山少年自然の家の管理運営に関する規則の一

部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第14号

鳥取県立大山青年の家の管理運営に関する規則及び鳥取県立船上山少年自然の家の管理運営に関する規則

の一部を改正する規則

(鳥取県立大山青年の家の管理運営に関する規則の一部改正)

第１条 鳥取県立大山青年の家の管理運営に関する規則 (昭和52年鳥取県教育委員会規則第３号) の一部を次の

ように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該

改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には､ 当該改正部分を削

り､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を加える｡

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分 (以下この条において ｢改正表｣ という｡) を当該改正表に

対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める｡
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改 正 後 改 正 前

様式第１号 (第８条関係)

鳥取県立大山青年の家利用申込書

職 氏 名 様

年 月 日

申込者 郵 便 番 号

住 所

団 体 名

代表者氏名

電 話

次のとおり鳥取県立大山青年の家を利用したいので､ 申し込みます｡

様式第１号 (第８条関係)

鳥取県立大山青年の家利用申込書

職 氏 名 様

年 月 日

申込者 郵 便 番 号

住 所

団 体 名

代表者氏名

電 話

次のとおり鳥取県立大山青年の家を利用したいので､ 申し込みます｡

略 略

利用者

区分

性別

乳幼児

・小学

校の児

童・中

学校の

生徒

高等学

校の生

徒

学 生

一 般 人

計

利用者

区分

性別

小学校

の児童

・中学

校の生

徒

高等学校の生徒

一 般 人

計
青 年

引率者

・講師

等

その他

の者
青 年

引率者

・講師

等

その他

の者

男
人 人 人 人 人 人 人

男
人 人 人 人 人 人

女
人 人 人 人 人 人 人

女
人 人 人 人 人 人

計
人 人 人 人 人 人 人

計
人 人 人 人 人 人

略 略

様式第２号 (第８条関係)

第 号

様式第２号 (第８条関係)

第 号
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年 月 日

住所

団体名

代表者氏名 様

職 氏 名 印□

鳥取県立大山青年の家の利用について (通知)

年 月 日付けで申込みのあったこのことについては､ 次

のとおりとしたので通知します｡

年 月 日

住所

団体名

代表者氏名 様

職 氏 名 印□

鳥取県立大山青年の家の利用について (通知)

年 月 日付けで申込みのあったこのことについては､ 次

のとおりとしたので通知します｡

略 略

利用者

区分

性別

乳幼児

・小学

校の児

童・中

学校の

生徒

高等学

校の生

徒

学 生

一 般 人

計

利用者

区分

性別

小学校

の児童

・中学

校の生

徒

高等学校の生徒

一 般 人

計
青 年

引率者

・講師

等

その他

の者
青 年

引率者

・講師

等

その他

の者

男
人 人 人 人 人 人 人

男
人 人 人 人 人 人

女
人 人 人 人 人 人 人

女
人 人 人 人 人 人

計
人 人 人 人 人 人 人

計
人 人 人 人 人 人

略 略

様式第３号 (第13条関係)

鳥取県立大山青年の家使用料減免申請書

職 氏 名 様

年 月 日

申請者 郵 便 番 号

住 所

団 体 名

代表者氏名

鳥取県立大山青年の家の使用料を減免していただきたいので､ 次

のとおり申請します｡

様式第３号 (第13条関係)

鳥取県立大山青年の家使用料減免申請書

職 氏 名 様

年 月 日

申請者 郵 便 番 号

住 所

団 体 名

代表者氏名 印○

鳥取県立大山青年の家の使用料を減免していただきたいので､ 次

のとおり申請します｡

略 略

利用者

区 分 青 年
引率者・

講師等
その他の者 計

利用者

区分

性別

青 年
引率者・

講師等
その他の者 計

障害者

及び要

介護者

等並び

にこれ

らの者

の介護

者

人 人 人 人 男 人 人 人 人

その他

の者
人 人 人 人 女 人 人 人 人

計 人 人 人 人 計 人 人 人 人

略 略



(鳥取県立船上山少年自然の家の管理運営に関する規則の一部改正)

第２条 鳥取県立船上山少年自然の家の管理運営に関する規則 (昭和52年鳥取県教育委員会規則第４号) の一部

を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該

改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には､ 当該改正部分を削

り､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を加える｡

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分 (以下この条において ｢改正表｣ という｡) を当該改正表に

対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める｡
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備考 氏名を自署する場合には､ 押印を省略することができます｡

改 正 後 改 正 前

様式第１号 (第８条関係)

鳥取県立船上山少年自然の家利用申込書

職 氏 名 様

年 月 日

申込者 郵 便 番 号

住 所

団 体 名

代表者氏名

電 話

次のとおり鳥取県立船上山少年自然の家を利用したいので､ 申し

込みます｡

様式第１号 (第８条関係)

鳥取県立船上山少年自然の家利用申込書

職 氏 名 様

年 月 日

申込者 郵 便 番 号

住 所

団 体 名

代表者氏名

電 話

次のとおり鳥取県立船上山少年自然の家を利用したいので､ 申し

込みます｡

略 略

利用者

区分

性別

乳幼児

・小学

校の児

童・中

学校の

生徒

高等学

校の生

徒

学 生

一 般 人

計

利用者

区分

性別

小学校

の児童

・中学

校の生

徒

高等学校の生徒

一 般 人

計
青 年

引率者

・講師

等

その他

の者
青 年

引率者

・講師

等

その他

の者

男
人 人 人 人 人 人 人

男
人 人 人 人 人 人

女
人 人 人 人 人 人 人

女
人 人 人 人 人 人

計
人 人 人 人 人 人 人

計
人 人 人 人 人 人

略 略

様式第２号 (第８条関係)

第 号

年 月 日

住所

団体名

代表者氏名 様

職 氏 名 印□

鳥取県立船上山少年自然の家の利用について (通知)

様式第２号 (第８条関係)

第 号

年 月 日

住所

団体名

代表者氏名 様

職 氏 名 印□

鳥取県立船上山少年自然の家の利用について (通知)



附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

鳥取県立図書館管理規則の一部を改正する規則をここに公布する｡
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年 月 日付けで申込みのあったこのことについては､ 次

のとおりとしたので通知します｡

年 月 日付けで申込みのあったこのことについては､ 次

のとおりとしたので通知します｡

略 略

利用者

区分

性別

乳幼児

・小学

校の児

童・中

学校の

生徒

高等学

校の生

徒

学 生

一 般 人

計

利用者

区分

性別

小学校

の児童

・中学

校の生

徒

高等学校の生徒

一 般 人

計
青 年

引率者

・講師

等

その他

の者
青 年

引率者

・講師

等

その他

の者

男
人 人 人 人 人 人 人

男
人 人 人 人 人 人

女
人 人 人 人 人 人 人

女
人 人 人 人 人 人

計
人 人 人 人 人 人 人

計
人 人 人 人 人 人

略 略

様式第３号 (第13条関係)

鳥取県立船上山少年自然の家使用料減免申請書

職 氏 名 様

年 月 日

申請者 郵 便 番 号

住 所

団 体 名

代表者氏名

鳥取県立船上山少年自然の家の使用料を減免していただきたいの

で､ 次のとおり申請します｡

様式第３号 (第13条関係)

鳥取県立船上山少年自然の家使用料減免申請書

職 氏 名 様

年 月 日

申請者 郵 便 番 号

住 所

団 体 名

代表者氏名 印○

鳥取県立船上山少年自然の家の使用料を減免していただきたいの

で､ 次のとおり申請します｡

略 略

利用者

区 分 青 年
引率者・

講師等
その他の者 計

利用者

区分

性別

青 年
引率者・

講師等
その他の者 計

障害者

及び要

介護者

等並び

にこれ

らの者

の介護

者

人 人 人 人 男 人 人 人 人

その他

の者
人 人 人 人 女 人 人 人 人

計 人 人 人 人 計 人 人 人 人

略 略

備考 氏名を自署する場合には､ 押印を省略することができます｡



平成17年３月31日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第15号

鳥取県立図書館管理規則の一部を改正する規則

鳥取県立図書館管理規則 (平成２年鳥取県教育委員会規則第２号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号を加える｡

附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

鳥取県立博物館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第16号

鳥取県立博物館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

鳥取県立博物館の管理運営に関する規則 (昭和47年鳥取県教育委員会規則第７号) の一部を次のように改正す

る｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下 ｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分 (以下 ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には､ 当該改正部分を削り､ 改正後部分に対応する改正部分が

存在しない場合には､ 当該改正後部分を加える｡
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改 正 後 改 正 前

(内部組織及び分掌事務)

第２条 略

２ 各課の分掌事務は､ 次のとおりとする｡

総務課～支援協力課 略

資料課

(１)～(４) 略

(５) 県庁内図書室に関すること｡

(内部組織及び分掌事務)

第２条 略

２ 各課の分掌事務は､ 次のとおりとする｡

総務課～支援協力課 略

資料課

(１)～(４) 略

改 正 後 改 正 前

(内部組織及び分掌事務)

第２条 博物館に､ 次の表の左欄に掲げる課を置き､

課の事務を分掌させるため､ それぞれ当該右欄に掲

げる係を置く｡

(内部組織及び分掌事務)

第２条 博物館に､ 次の表の左欄に掲げる課を置き､

課の事務を分掌させるため､ それぞれ当該右欄に掲

げる係を置く｡

総務課 庶務係・設備係 総務課 庶務係・設備係
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学芸課 学芸課 自然係・人文係

美術振興課 美術振興課 調査係・美術係

２ 略

(利用の申込み等)

第10条 略

２ 略

３ 教育委員会は､ 博物館の利用の許可をしたときは､

展示室等を利用する者に対しては様式第２号により

通知し､ 博物館に入館して博物館資料を観覧する者

(一般人に限る｡) に対しては様式第３号による入館

券を交付するものとする｡

様式第３号 (第10条関係)

通常展示用入館券

その１ 個人用

表 略

裏 略

(縦５センチメートル､ 横15センチメートル)

備考

１ 略

２ 略

その２ 団体用

表 略

裏 略

(縦９センチメートル､ 横15センチメートル)

備考 入館券に使用する出納員のスタンプの印章及

び入館料減免のスタンプの印章は､ その１の備

考の１及び２のとおりとする｡

特別展示用入館券

その１ 個人用 (当日券)

表 略

裏 略

(縦6.5センチメートル､ 横21センチメートル)

２ 略

(利用の申込み等)

第10条 略

２ 略

３ 教育委員会は､ 博物館の利用の許可をしたときは､

展示室等を利用する者に対しては様式第２号により

通知し､ 博物館に入館して博物館資料を観覧する者

(学生又は一般人に限る｡) に対しては様式第３号に

よる入館券を交付するものとする｡

様式第３号 (第10条関係)

通常展示用入館券

その１ 個人用

表 略

裏 略

(縦５センチメートル､ 横15センチメートル)

備考

１ 入館券の色は､ 青色とする｡

２ 略

３ 略

その２ 団体用

表 略

裏 略

(縦９センチメートル､ 横15センチメートル)

備考

１ 入館券の色は､ 黄とする｡

２ 入館券に使用するスタンプの印章は､ その１

の備考の２又は３のとおりとする｡

特別展示用入館券

その１ 個人用 (当日券)

表 略

裏 略

(縦6.5センチメートル､ 横21センチメートル)



附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

鳥取県埋蔵文化財センターの管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第17号

鳥取県埋蔵文化財センターの管理運営に関する規則の一部を改正する規則

鳥取県埋蔵文化財センターの管理運営に関する規則 (昭和57年鳥取県教育委員会規則第２号) の一部を次のよ

うに改正する｡

次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項 (以下 ｢移動項｣ という｡) に対応する同表の改正後の欄

中項の表示に下線が引かれた項 (以下 ｢移動後項｣ という｡) が存在する場合には､ 当該移動項を当該移動後項
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備考 入館券に使用する出納員のスタンプの印章及

び入館料減免のスタンプの印章は､ 通常展示用

入館券その１の備考の１及び２のとおりとする｡

その２ 個人用 (前売券)

表 略

裏 略

(縦6.5センチメートル､ 横21センチメートル)

備考 入館券に使用する領収印は､ 鳥取県立博物館

で領収する場合は通常展示用入館券その１の備

考の１のとおりとし､ 鳥取県立博物館以外の場

所で領収する場合は教育委員会が認めたものと

する｡

その３ 団体用

表 略

裏 略

(縦９センチメートル､ 横15センチメートル)

備考 入館券に使用する出納員のスタンプの印章及

び入館料減免のスタンプの印章は､ 通常展示用

入館券その１の備考の１及び２のとおりとする｡

備考 入館券に使用する出納員のスタンプの印章及

び入館料減免のスタンプの印章は､ 通常展示用

入館券その１の備考の２及び３のとおりとする｡

その２ 個人用 (前売券)

表 略

裏 略

(縦6.5センチメートル､ 横21センチメートル)

備考 入館券に使用する領収印は､ 鳥取県立博物館

で領収する場合は通常展示用入館券その１の備

考の２のとおりとし､ 鳥取県立博物館以外の場

所で領収する場合は教育委員会が認めたものと

する｡

その３ 団体用

表 略

裏 略

(縦９センチメートル､ 横15センチメートル)

備考

１ 入館券の色は､ 黄色とする｡

２ 入館券に使用する出納員のスタンプの印章及

び入館料減免のスタンプの印章は､ 通常展示用

入館券その１の備考の２及び３のとおりとする｡



とし､ 移動後項に対応する移動項が存在しない場合には､ 当該移動後項 (以下 ｢追加項｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (項の表示を除く｡ 以下 ｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分 (項の表示及び追加項を除く｡ 以下 ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合

には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正

後部分を加える｡

附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

鳥取県営屋内プールの管理に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第18号

鳥取県営屋内プールの管理に関する規則等の一部を改正する規則

(鳥取県営屋内プールの管理に関する規則の一部改正)

第１条 鳥取県営屋内プールの管理に関する規則 (昭和55年鳥取県教育委員会規則第10号) の一部を次のように
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改 正 後 改 正 前

(内部組織及び分掌事務)

第３条 埋蔵文化財センターに､ 総務係､ 企画研究係､

青谷上寺地遺跡調査係及び発掘事業室を置く｡

２ 発掘事業室の事務を分掌させるため､ 同室に次の

各号に掲げる係を置く｡

(１) 調整係

(２) 調査第一係

(３) 調査第二係

３ 室及び係の分掌事務は､ 所長が定める｡

４ 所長は､ 室及び係の分掌事務を定めたときは､ こ

れを教育長に報告しなければならない｡

(職制)

第４条 埋蔵文化財センターに所長を､ 室に室長を､

係に係長を置く｡

２ 略

(職員の種類及び職)

第５条 略

２ 埋蔵文化財センターの職員の職は､ 所長､ 次長､

室長､ 係長､ 副主幹､ 文化財主事､ 主任及び主事と

する｡

(内部組織及び分掌事務)

第３条 埋蔵文化財センターに､ 総務係､ 企画研究係

及び青谷上寺地遺跡調査係を置く｡

２ 係の分掌事務は､ 所長が定める｡

３ 所長は､ 係の分掌事務を定めたときは､ これを教

育長に報告しなければならない｡

(職制)

第４条 埋蔵文化財センターに所長を､ 係に係長を置

く｡

２ 略

(職員の種類及び職)

第５条 略

２ 埋蔵文化財センターの職員の職は､ 所長､ 次長､

係長､ 副主幹､ 文化財主事､ 主任及び主事とする｡



改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該

改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には､ 当該改正部分を削

り､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を加える｡
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改 正 後 改 正 前

様式第３号 (第５条関係)

利 用 券

その１ 個人用 (回数券又は１月利用券､ ３月利用券若しく

は６月利用券によらないで利用する場合)

表 略

裏 略

備考 １ 印の表示は､ 次のとおりとする｡

(１)及び(２) 略

(３) 高等学校の生徒又は学生…… 高・学

(４) 一般人………………………… 一般

２及び３ 略

その２ 個人用 (回数券により利用する場合)

表 略

裏 略

備考 １ 略

２ 印の表示は､ 次のとおりとする｡

(１)及び(２) 略

(３) 高等学校の生徒又は学生…… 高・学

(４) 一般人………………………… 一般

３及び４ 略

その３ 個人用 (１月利用券､ ３月利用券又は６月利用券に

より利用する場合)

表 略

裏 略

備考 １ 印の表示は､ 次のとおりとする｡

(１)及び(２) 略

様式第３号 (第５条関係)

利 用 券

その１ 個人用 (回数券又は１月利用券､ ３月利用券又は６

月利用券によらないで利用する場合)

表 略

裏 略

備考 １ 印の表示は､ 次のとおりとする｡

(１)及び(２) 略

(３) 高等学校の生徒……………… 高

(４) 学生又は一般人……………… 一般

２及び３ 略

その２ 個人用 (回数券により利用する場合)

表 略

裏 略

備考 １ 略

２ 印の表示は､ 次のとおりとする｡

(１)及び(２) 略

(３) 高等学校の生徒……………… 高

(４) 学生又は一般人……………… 一般

３及び４ 略

その３ 個人用 (１月利用券､ ３月利用券又は６月利用券に

より利用する場合)

表 略

裏 略

備考 １ 印の表示は､ 次のとおりとする｡

(１)及び(２) 略



(鳥取県立倉吉体育文化会館の管理に関する規則の一部改正)

第２条 鳥取県立倉吉体育文化会館の管理に関する規則 (昭和56年鳥取県教育委員会規則第１号) の一部を次の

ように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分 (以下この条において ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該
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(３) 高等学校の生徒又は学生…… 高・学

(４) 一般人………………………… 一般

２及び３ 略

その４ 団体用

(３) 高等学校の生徒……………… 高

(４) 学生又は一般人……………… 一般

２及び３ 略

その４ 団体用

表

(温水・冷水) №

団 体 利 用 券

表

(温水・冷水) №

団 体 利 用 券

区 分 料金 人員 金額 区 分 料金 人員 金額

幼児 円 人 円 幼児 円 人 円

児童又は中学校の生徒 児童又は中学校の生徒

高等学校の生徒又は学生 高等学校の生徒

一般人 学生又は一般人

計 計

年 月 日

鳥取県営 (鳥取・米子) 屋内プール

年 月 日

鳥取県営 (鳥取・米子) 屋内プール

裏 略

備考 略

様式第５号 (第５条関係)

水 泳 教 室 参 加 証

その１ 一般水泳教室用

表 略

裏 略

備考 １ 印の表示は､ 次のとおりとする｡

(１)及び(２) 略

(３) 高等学校の生徒又は学生…… 高・学

(４) 一般人………………………… 一般

２ 略

その２ 略

裏 略

備考 略

様式第５号 (第５条関係)

水 泳 教 室 参 加 証

その１ 一般水泳教室用

表 略

裏 略

備考 １ 印の表示は､ 次のとおりとする｡

(１)及び(２) 略

(３) 高等学校の生徒……………… 高

(４) 学生又は一般人……………… 一般

２ 略

その２ 略



改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には､ 当該改正部分を削

り､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を加える｡

(鳥取県立武道館の管理に関する規則の一部改正)

第３条 鳥取県立武道館の管理に関する規則 (平成12年鳥取県教育委員会規則第18号) の一部を次のように改正

する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る｡

附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

鳥取県営ライフル射撃場の管理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第74号平成17年３月31日 木曜日24

改 正 後 改 正 前

(利用の通知等)

第５条 教育委員会は､ 体育文化会館の利用の許可をしたときは､

体育館を専用利用の方法で利用する者又は研修室等を利用する

者に対しては様式第３号により通知し､ 体育館を一般利用の方

法で利用する者 (一般人に限る｡) に対しては様式第４号によ

り利用券を､ スポーツ教室に参加する者に対しては様式第５号

による参加証を交付するものとする｡

様式第５号 (第５条関係)

表 略

裏 略

備考 印の表示は､ 次のとおりとする｡

１ 略

２ 高等学校の生徒又は学生………… 高・学

３ 一般人……………………………… 一般

(利用の通知等)

第５条 教育委員会は､ 体育文化会館の利用の許可をしたときは､

体育館を専用利用の方法で利用する者又は研修室等を利用する

者に対しては様式第３号により通知し､ 体育館を一般利用の方

法で利用する者 (学生又は一般人に限る｡) に対しては様式第

４号により利用券を､ スポーツ教室に参加する者に対しては様

式第５号による参加証を交付するものとする｡

様式第５号 (第５条関係)

表 略

裏 略

備考 印の表示は､ 次のとおりとする｡

１ 略

２ 高等学校の生徒…………………… 高

３ 学生又は一般人…………………… 一般

改 正 後 改 正 前

(利用の申込み等)

第４条 略

２ 略

３ 教育委員会は､ 武道館の利用の許可をしたときは､

武道館を専用利用の方法で利用する者又は研修室等

を利用する者に対しては様式第２号により通知し､

一般利用の方法で利用する者 (一般人に限る｡) に

対しては様式第３号による利用券を交付するものと

する｡

(利用の申込み等)

第４条 略

２ 略

３ 教育委員会は､ 武道館の利用の許可をしたときは､

武道館を専用利用の方法で利用する者又は研修室等

を利用する者に対しては様式第２号により通知し､

一般利用の方法で利用する者 (学生又は一般人に限

る｡) に対しては様式第３号による利用券を交付す

るものとする｡



平成17年３月31日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第19号

鳥取県営ライフル射撃場の管理に関する規則の一部を改正する規則

鳥取県営ライフル射撃場の管理に関する規則 (昭和57年鳥取県教育委員会規則第３号) の一部を次のように改

正する｡

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号 (以下 ｢追加号｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下 ｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分 (追加号を除く｡ 以下 ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正

後部分に改め､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を加える｡
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改 正 後 改 正 前

(使用料の減免の申請)

第12条 略

２ 前項の規定にかかわらず､ 次の各号に掲げる事由

により使用料の減免を受けようとする者 (第１号､

第３号及び第４号にあっては､ 一般利用の方法で利

用しようとする者に限る｡) は､ 当該各号に定める

行為をもって同項の申請書の提出に代えることがで

きる｡

(１) 県立学校の授業料等及び県営社会体育施設等

の使用料の減免に関する規則 (昭和52年鳥取県規

則第15号｡ 以下 ｢減免規則｣ という｡) 第２条の

表鳥取県営ライフル射撃場の項減免事由の欄第１

号に定める事由 身体障害者手帳､ 療育手帳､ 精

神障害者保健福祉手帳その他心身に障害を有する

ことを証する書面の提示

(２) 減免規則第２条の表鳥取県営ライフル射撃場

の項減免事由の欄第２号に定める事由 口頭によ

る申出

(３) 減免規則第２条の表鳥取県営ライフル射撃場

の項減免事由の欄第３号に定める事由 運転免許

証､ 介護保険被保険者証その他年齢を証する書面

の提示

(４) 減免規則第２条の表鳥取県営ライフル射撃場

の項減免事由の欄第４号に定める事由 介護保険

被保険者証の提示

(使用料の減免の申請)

第12条 略

２ 前項の規定にかかわらず､ 県立学校の授業料等及

び県営社会体育施設等の使用料の減免に関する規則

(昭和52年鳥取県規則第15号) 第２条の表鳥取県営

ライフル射撃場の項減免事由の欄第１号に定める事

由により使用料の減免を受けようとする者 (一般利

用の方法で利用しようとする者に限る｡) は､ 運転

免許証､ 国民健康保険被保険者証その他年齢を証す

る書面を提示することをもって前項の申請書の提出

に代えることができる｡



附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第74号平成17年３月31日 木曜日26

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目220 鳥 取 県 【定価１部１か月2,200円 (送料を含む｡)】
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